
 

 

 

 

   

情報公表システム入力時の注意事項 

1.申請について 新規指定を受けた日より 1か月以内 

※情報公表システムへの公表が無い場合減算の対象となります。  

2.システムからの連絡先 下記に注意事項を記載しておりますので確認してください。  

3.入力項目について 任意項目であっても現時点で入力のできない内容以外は極力入力を 

お願いします。 

〈入力できない例〉新規事業所で前年度に関する内容等  

情報公表システムで公表する内容は災害時情報共有システムの施設情報の連絡先と連動
しておりますので、「システムからの連絡先」も必ず入力してください。 

「システムからの連絡先」以外の情報を既に情報公表システムで公表している場合は、
下記の「一時保存ボタン」を押すことで、災害時情報共有システムに反映させることが
できます。（※反映は翌日になります。） 

情報公表システム［システムからの連絡先］について 

このボタンを押し「担当者名」「メ
ールアドレス」を入力する。 
（翌日 9時以降に災害時情報公表
システムに反映されます。） 


